
23

　

県
議
会
議
員
選
挙
と
町
議
会
議
員
選
挙
に
、

立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
人
の
た
め
に
「
立
候

補
予
定
者
説
明
会
」
を
、
次
の
と
お
り
開
催
し

ま
す
。

　

立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
人
は
、
必
ず
出
席

し
て
く
だ
さ
い
。

※
印
鑑
、
筆
記
用
具
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
人
）。

・
町
議
会
議
員
選
挙

　

平
成
19
年
４
月
22
日
現
在
で
、
満
20
歳
以
上

　

の
人
（
昭
和
62
年
４
月
23
日
ま
で
に
生
ま
れ

　

た
人
）。

▼
転
入
要
件

・
県
知
事
選
挙

　

平
成
18
年
12
月
21
日
ま
で
に
須
恵
町
に
転
入

　

届
を
し
て
、
引
き
続
い
て
住
民
基
本
台
帳
に

　

記
載
さ
れ
て
い
る
人
。

・
県
議
会
議
員
選
挙

　

平
成
18
年
12
月
29
日
ま
で
に
須
恵
町
に
転
入

　

届
を
し
て
、
引
き
続
い
て
住
民
基
本
台
帳
に

　

記
載
さ
れ
て
い
る
人
。

・
町
議
会
議
員
選
挙

　

平
成
19
年
１
月
16
日
ま
で
に
須
恵
町
に
転
入

　

届
を
し
て
、
引
き
続
い
て
住
民
基
本
台
帳
に

　

記
載
さ
れ
て
い
る
人
。

▼
欠
格
事
項
に
該
当
し
な
い
人

　

以
上
の
要
件
を
満
た
す
人
で
、
選
挙
人
名
簿

　

に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
が
投
票
で
き
ま
す
。

　

投
票
時
間
は
、
県
知
事
・
県
議
会
議
員
選
挙

お
よ
び
町
議
会
議
員
選
挙
と
も
に
、
午
前
７
時

か
ら
午
後
８
時
ま
で
で
す
。

　

投
票
の
際
は
、
入
場
券
を
忘
れ
な
い
よ
う
に

ご
持
参
く
だ
さ
い
。
紛
失
し
た
と
き
は
、
当
日

投
票
会
場
で
再
発
行
し
ま
す
が
、
再
発
行
の
時

は
、
し
ば
ら
く
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
紛
失
や
持
参
忘
れ
が
な
い
よ
う
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

投
票
日
に
旅
行
や
入
院
、
ま
た
は
仕
事
や
出
張

な
ど
で
、
投
票
所
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
人

の
た
め
に
、
投
票
日
で
な
く
て
も
投
票
で
き
る

の
が
期
日
前
投
票
や
不
在
者
投
票
の
制
度
で
す
。

　

期
日
前
投
票
や
不
在
者
投
票
が
で
き
る
の
は

次
の
期
間
で
、
須
恵
町
役
場
内
の
選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局
で
行
い
ま
す
。

　

時
間
は
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で

で
す
。

・
県
知
事
選
挙

　

３
月
23
日
（
金
）
〜
４
月
７
日
（
土)

・
県
議
会
議
員
選
挙

　

３
月
31
日
（
土
）
〜
４
月
７
日
（
土
）

・
町
議
会
議
員
選
挙

　

４
月
18
日
（
水
）
〜
４
月
21
日
（
土
）

▼
問
合
せ
先

　

須
恵
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
（
須
恵
町
役
場
３
階
）

　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１

　

第
16
回
、
統
一
地
方
選
挙
の
時
期
が
近
づ
い

て
き
ま
し
た
。

　

選
挙
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
願
い
を
政
治

に
反
映
さ
せ
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
私
た
ち
の

一
票
は
暮
ら
し
を
良
く
す
る
た
め
の
貴
重
な

〝
意
志
表
示
〞
で
す
。
こ
の
一
票
が
持
っ
て
い

る
重
み
を
十
分
に
認
識
し
て
、
今
後
４
年
間
の

地
方
政
治
を
任
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
を
、
あ

な
た
が
選
ば
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

投
票
日
に
は
棄
権
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
、
ま
た
、
投
票
日
に
投
票
所
に
行
く
こ
と
が

で
き
な
い
人
は
、
期
日
前
投
票
や
不
在
者
投
票

を
行
い
、
自
分
が
選
ん
だ
確
か
な
人
に
、
清
き

一
票
を
投
じ
ま
し
ょ
う
。

▼
日
本
国
民
で
あ
る
こ
と

▼
年
齢
要
件

・
県
知
事
・
県
議
会
議
員
選
挙

　

平
成
19
年
４
月
８
日
現
在
で
、
満
20
歳
以
上

　

の
人
（
昭
和
62
年
４
月
９
日
ま
で
に
生
ま
れ

　地方自治法の一部を
改正する法律が公布さ
れたことに伴い、本年
４月１日から本町の助
役制度が廃止され、新
たに副町長制度が制定
されることとなりまし
た。これにより、助役の呼称が「副町長」
に改められます。
　これは、改正前の同法では、長の補佐役
として原則１人を置くこととされていまし
た。しかし、市町村における自主性や自立
性の拡大の観点から、長のトップマネジメ
ント体制は、各市町村の実情にあわせて市
町村自ら構築することが望ましいと、今回、
同法が改正されたものです。
　この改正により、本年４月１日からは、
本町の庄野稔尋助役の呼称が庄野稔尋副町
長となります。

投票区 会　場 行政区

第１投票区
須恵第一小学校
体育館

佐谷、上須恵、
南米里、
川子１、川子２

第２投票区 あおば会館
新原、大島原、
須恵、一番田

第３投票区
須恵第二小学校
体育館

甲植木、乙植木、
長礼、城山、
藤浦、旅石

第４投票区
須恵第三小学校
体育館

山の神、西原、
旭ケ丘、
恵西、昭穂

▼
備　

考　

出
席
者
は
立
候
補
予
定
者
を
含
め

　

２
人
以
内
で
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日　

時　

３
月
26
日
（
月
）

　

13
時
30
分
〜

▼
場　

所　

須
恵
町
役
場
２
階
保
健
セ
ン
タ
ー

　

会
議
室

▼
日　

時　

３
月
14
日
（
水
）

　

13
時
30
分
〜

▼
場　

所　

古
賀
市
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

　
（
サ
ン
コ
ス
モ
古
賀
）
２
階　

２
０
１
・
２
０
２

　

会
議
室
（
古
賀
市
庄
２
０
５
）（
下
記
地
図

　

参
照
）

▼
備　

考　

出
席
者
は
立
候
補
予
定
者
を
含
め

　

３
人
以
内
で
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先　

　

・
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
古
賀
市
地
方
書

　
　

記
室

　
　

☎
９
４
２
・
１
１
１
２

　

・
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　

☎
６
４
３
・
３
０
７
７

第
16
回

統
一
地
方
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す


